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第１章 

 

高山市における歴史的風致の 

維持及び向上の方針 
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１ 地勢 
(１)位置 

 高山市は、岐阜県の北部、飛騨

地方の中央に位置し、周囲を飛騨

市、下呂市、郡上市、大野郡白川

村、長野県、富山県、福井県、石

川県に囲まれている。 

 平成 17 年 2 月に近隣 9 町村と

合併し、面積 2177.67㎢と、日本

一広い市域となった。市域は太平

洋側、日本海側の両地帯を抱える。 

 市役所の所在地は、東経 137度

16分、北緯 36度 09分、海抜 573

ｍに位置する。 

 

(２)地理・地形 

 高山市は、東西に約 81km、南北

に約 55km あり、面積の 92.5％は

森林で占められ、山や川、渓谷、峠などで地理的に分断され、標高差も 2,000m

を超えるなど、地形的に大きな変化に富んでいる。 

 北東部には槍ヶ岳、乗鞍岳、穂高連峰などの飛騨山脈（北アルプス）を擁し、

中央部は宮川が南から北へ流れ、南部は飛騨川が北から南へ流れ、南西部は庄

川が南から北へ流れている。西には両白山地を擁する。 

 標高の最高は奥穂高岳の 3,190m、最低は上宝町吉野の 436mである。 

 

(３)高山市街地（城下町高山）が属する高山盆地の地形、地質 

 高山盆地は飛騨山脈（北アルプス）の傾動、上昇運動による傾動地塊の緩傾

斜面に位置している。反対側(長野県側)の急傾斜面には、糸魚川―静岡線に沿

う松本盆地が発達している。松本盆地に比べて、高山盆地の規模は小さく、形

は複雑である。 

 高山盆地は一般的に、宮川、川

上川、大八賀川沿いに発達する完

新世（厚さ 4～10mの沖積層）の平

坦地（海抜 560～600m）を指して

いるが、より広義には盆地西部の

中山丘陵、東部の城山、江名子、

山口、北山の各丘陵地も含めた海

抜 750m 以下の地形ととらえられ

る。盆地北東部にひろがる広大な

上野平の台地も含めると、古高山

盆地ともいえるさらに広い盆地構造が存在したと考えられる。 

高山市 
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岐阜県 
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川
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下
呂
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高山市街地（南から） 

高山市位置図 
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 高山盆地の北側は、見量山から東へ延びる山稜と千光寺山から西へ続く山稜

が、西側は清見町方面へ高度を高める山地、東側は高度を上げつつ飛騨山脈へ

と続く山地、そして南側は東方向へ延びる位山山脈によって囲まれた盆地であ

る。 

 位山山脈は海抜 1,000～1,200mの山稜で、太平洋側と日本海側の分水界とな

っている。盆地の平坦面から高度差約 300m の直線状の急崖が続いている。こ

れは、第四紀更新世初頭以後の江名子断層の活動によって、徐々に形成された

傾動、隆起地塊であり、高山盆地は江名子断層の活動で相対的に沈下し形成さ

れた構造性の盆地である。 

 この高山盆地の東中央部に城下町高山を形成し､地形の束縛を受けながら東

西南北の街道を発展させたのである。 

 

(４)気象 

 高山市の気候は、海抜高度が高い所が多いため、東北地方北部や北海道南部

と似て夏は涼しく､冬は雪が多く寒さが厳しい。全体的には内陸気候であり、

特に高山市街地は盆地のため内陸性が顕著にあらわれる。飛騨山脈をはじめ標

高の高い山岳地域の気候は、山岳気候である。 

 気温は年平均で 10.6℃、8月の最高気温平均は 30.1℃、2月の最低気温平均

は－5.7℃である。過去の最高気温の極値は平成 6 年 8 月 8 日の 37.3℃、同じ

く最低気温の極値は昭和 14年 2月 11日の－25.5℃となっている。平年の観測

日数は、最高気温 25℃以上の夏日は 97.9 日､最低気温 0℃未満の冬日は 123.7

日で、最高気温 0℃未満の真冬日は 12.2 日に及び、最低気温 25℃以上の熱帯

夜は 0日である。 

 風速は年平均 1.4m/sで、一年を通じて風の弱い地域である。 

 降水量は年平均 1,733.5mmと飛騨地方の中では、比較的少ないところとなっ

ている。 

 積雪の最深は昭和 56年 1月 8日の 128cmである。 

 初霜は 10 月 27 日、終霜は 5 月 7 日、初雪は 11 月 14 日、終雪は 4 月 11 日

（それぞれ平均値）で、暖房を必要とする期間はかなり長く、飛騨山脈以西に

位置する都市では有数の寒冷地である。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

冬の宮川周辺 
冬の三町伝統的建造物群保存地区 
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（５）社会的環境 

  高山市の土地利用の現状は、山林が９０％以上を占め、農用地が２．７％、

道路が２．２％、宅地が１．６％、原野が０．５％となっている。経年的な傾

向としては、宅地が増加し、農用地が減少している。 

 市中心部の約１，５６８ｈａには、都市計画用途地域を定めており、その構

成は住居系６６．７％、商業系６．８％、工業系２６．５％となっている。 

 主要な交通機関としては、ＪＲ高山本線が市域を南北に縦断しており、高山

駅をはじめ５つの駅が存在する。しかしながら、鉄道の機関分担率は低く、自

動車交通に依存する傾向が高い。 

 道路網としては、国道４１号が市域を南北に縦断し、国道１５８号が東西に

横断し、主軸を構成している。近年は、東海北陸自動車道や中部縦貫自動車道

の整備が進展し、高速交通網が確立されつつある。 
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２ 高山の歴史 
(１)古代 

 和銅 6年（713）、天皇は国・郡・郷の地名に好字（めでたい文字）をつける

ことを命令した。その時から「斐陀」（大宝・養老賦役令斐陀国条）と表記さ

れていたものが「飛騨」に統一されることになり、以後飛騨の国名が定着した。 

 奈良時代には国分寺、国分尼寺（両寺院とも高山地域）が建立され、都から

飛騨の国への官道、東山道飛騨支路が設けられ、駅が設けられて都への道路が

整備された。飛騨国で 100人余の飛騨匠（ひだのたくみ）が徴用され、東山道

飛騨支路を往復したのである。 

 

(２)鎌倉時代 

 諸国に守護・地頭が配置されたが、飛騨に守護が設置されたかは明らかでは

ない。地頭は建久 4年（1193）、飛騨国荒城郷に多好方が補任されている（『吾

妻鏡』）。好方は都の楽人で、飛騨に鶏芸をもたらしたと伝わる。 

 

(３)室町時代前半 

 室町時代、守護の初見は、鎌倉幕府が滅んだ年である元弘 3年（1333）岩松

経家の補任（北朝から）で、この経家は建武 2年（1335）の「中先代の乱」に

おいて戦死、のち、延文 4年(1359)近江の守護佐々木道誉が飛騨の守護に補任

された。佐々木氏は、応永 2年（1395）に隠岐、出雲両国の守護も兼ね、本国

の近江を含め、4カ国の守護となり、その後六角家と京極家に分かれている。 

 一方、南朝側からは建武年中（1334～1338）に姉小路家綱が国司として下向

している。姉小路は、古川(飛騨市古川町)を中心とした飛騨北部を治めたのに

対し、北朝守護側の勢力は主に飛騨南部を中心としていた。 

 応永 18年（1411）、足利四代将軍義持の命を受けた京極高数らは、国司姉小

路を討ち、後に姉小路は古河、小島、小鷹利の三家に分裂した。 

結局、飛騨は、神岡(飛騨市神岡町)に江馬氏、古川盆地に姉小路三家、南飛騨

に京極家と三氏が鼎立（ていりつ）していた。この時、飛騨には北朝側京極氏

の被官として三木氏が置かれたが、この三木氏は先に登場した佐々木氏の一族

である。京極側では北飛騨の国司姉小路を攻略し、一族の多賀氏を派遣、高山

に多賀山城（高山城の位置）を築かせた。しかし繁栄した京極家も応仁の乱

（1477）頃には相続争いで没落した。争いにまきこまれなかった京極家の被官

は土着し、飛騨各地域で勢力を伸ばすことになる。 

 

(４)室町時代後半（戦国時代） 

 応仁の乱（1477頃から）頃の飛騨は南北朝時代からの争いを経て、たくさん

の群雄が割拠する。北飛騨に江馬氏（平家を祖とする）、古川盆地周辺に小島、

小鷹利両家、広瀬(高山市国府町広瀬)に広瀬氏、白川郷(白川村)に内ヶ嶋氏が

いた。また、高山をみると、天神山城（後の高山城）に高山外記、中山に岡本

豊前守、三枝（さいぐさ）郷に山田紀伊守、江名子に畑六郎左衛門、大八賀郷

には鍋山豊後守等が割拠している。これらの勢力は、隣国信州にある上杉、武
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田の影響を受けながら牽制し合っていた。    

 上杉、武田の衰退により力を伸ばしてきたのが三木氏で、三木自綱は広瀬氏

と組んで姻戚関係にあった城主まで討ち、南飛騨、高山周辺を手に入れた。さ

らには、北飛騨最大の勢力であった江馬輝盛を飛騨分け目の八日町合戦 (高山

市国府町)で滅し、飛騨を支配した。後、三木氏は姉小路の国司の名跡を継ぐ

べく、姉小路と名乗っている。 

 

(５)高山市街地の歴史 

①金森氏の入国 

 越前大野（福井県大野市）城主であっ

た金森長近は、天正 13年（1585）秀吉の

命を受けて飛騨の三木氏を攻略し、飛騨

を平定した。翌年 8 月 7 日、長近は飛騨

国3万8千石の国主として入府している。

飛騨へ入国した長近は、当初、高山盆地

東南方向の郊外にある漆垣内町鍋山城に

城下を構えたが、土地条件が整わず「天神山古城」に高山城を築くことに

した。 

 

②城下町の形成 

 高山城の建築は天正 16 年

（1588）から始め、慶長 5 年

（1600）までの 13年間で本丸、

二之丸を完成させ、以後 3 年

かけて三之丸が築かれている。 

 また、城と同時に城下町の

工事も行なった。高山の町は、

金森氏により商業経済を重視

した城下町として形成された

ところに特徴がある。城を取

り囲んで高台を武家屋敷、一

段低いところを町人の町とし、

この町人町の一部が現在の重

要伝統的建造物群保存地区で

ある。重要伝統的建造物群保

存地区は「高山市三町」「高山

市下二之町大新町」の 2 地区

11haが選定されている。 

城下町は、武家地、町人地、

寺院群に区分される。武家地

は城郭下方の江名子川左岸に 
城下町絵図 

城下町高山の推定鳥瞰図（現代作画） 

金森長近画像 
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広がる空町と呼ばれる高台一帯、江名子川北岸に及ぶあたりまで、東西約

500m、南北約 600mの範囲に配した。 

 町人地はその高台の下に配置され、城に近い方から一番町、二番町、三

番町が宮川右岸に南北方向に長くつくられた。それを東西に横切る安川横

丁、肴横丁がつくられ、梯子状の条筋で区画された町並みであった。城下

町によく見られる、見通すことが出来ない道筋は、町の南部と北部に設け

られている。 

 城と相向かう東北の地には浄土真宗の寺院「照蓮寺」を建立し、その付

近には寺内町が発達した。また、東山一帯には寺院が集められ禅宗を中心

とした寺院群が形成された。 

 町人町は武家地の 1.2 倍と広く、全国の城下町の平均が武家地 7 割、町

人地 3 割であることから考えても町人地の広さに特色がある。商人の経済

力を重視した金森長近の姿勢が現れている。城下町の中へは東西南北の街

道が引き込まれ、飛騨における政治、経済の中心としての機能を持たせて

いた。金森氏が出羽上山（山形県上山市）に移封されるまでの 6 代 107 年

間は、上方文化、後には江戸文化との交流が図られ、今日の高山の文化の

基礎がつくられたのである。 

 

③幕府直轄地時代 

 金森氏が出羽国に転封され

た元禄 5 年（1692）以降、飛

騨は幕府直轄地となり、武家

屋敷と城郭は石垣に至るまで

破却されたが、東山寺院群、

商人町、街道は温存された。

高山の町は旦那衆と呼ばれる

魚卸や木材商人を中心に発展

し、町域も人口の増加を背景

に拡大した。 

 代官所は金森氏の向屋敷に

設置し、徳川幕府直轄の御領

として高山陣屋において代官

郡代 25代 177年にわたり幕政

が行われた。この時代から宮

川以東の旧城下町全域が町人

町となり、江戸文化の影響を

強く受け社会的、文化的基盤

が確立し、飛騨経済の中心地

として発達してきた。 

 

 

高山陣屋 

武家屋敷と城が破却された状態の絵図（天明年間） 
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④明治以降 

 明治初期の高山は、周辺の

村々の貧困にもかかわらず豪

商を中心に栄え、人口 1 万 4

千人、岐阜県下一番の都市で

あった。しかし、近代化は他

の地域より大幅に遅れ、昭和 9

年の高山線開通を機にようや

く高山の近代化が始まったの

である。 

 そのため、城下町の道路は

一部を除いて温存され、伝統的様式の町家や祭礼行事は残り続けて来た。 

 

(６)高山の町並み 

①金森長近の城下町づくり 

 飛騨を治めることになった金森氏は、今までの豊富な町づくりの経験を

生かし、経済基盤のしっかりした城下町づくりを行なった。 

 金森氏は、まず、100m程の高さの小さな山に三区画に縄張り（区分）し

た高山城を造った。本丸、二の丸、三の丸といい、領主は高いところに居

住するという考えの元に城の本体を造った。次に、その城を取り囲んで外

敵から守るように武士団の屋敷群を構成している。この地区は、一段高い

場所にあり、現在地元の人達は「空町」、「ソラ」と呼んでいるが、武家屋

敷の建物は取り壊され、元禄時代以後、職人などの町家になった。 

 この武家屋敷群の 10m 下の低地に、商人町が造られ、しかも長近の経済

政策によって堀の内側に商人の区域も含めている。この堀は、「宮川」「江

名子川」という自然の河川を利用し、現在は高山の自然景観形成に重要な

要素となっている。 

 低地に造られた商人町は 3 百年近く繁栄を続け、財を築き上げた。しか

し、身分制度が厳しかった時代であり、町人は豪華な町家を作ることがで

きず、表側で見ると高さの低い質素な住宅を兼ねた店舗群を作っている。4

百年の歴史を持つこの商家群の一部が現在の「三町」と「下二之町大新町」

の重要伝統的建造物群保存地区である。 

 

②町並みの特徴 

 高山の町家は、前側の屋根

の高さは 4m 少しと大変低い。

屋根は道路の水路まで飛び出

て、屋根から落ちた雨水がち

ょうど水路に落ちるように工

夫がされていた。そのため、

屋根の軒先がきれいに揃って 

高山市街地（大正時代） 

三町伝統的建造物群保存地区 
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いたのである。今は雨を受け止める雨樋が取り付けられ、各家の軒先はあ

まり揃わなくなった。 

 道路に面した部屋は「ミセ」といって商品を陳列する部屋だが、80～90

年くらい前に商店をやめる家が増え、「ミセ」に格子が取り付けられた。こ

の格子の縦横の直線美と落ち着いた色調は、高山の町並の特徴となり、日

本有数の商家群の保存地区となっている。 

 町家の内部は、土足のまま裏まで行くことができ、中庭を経て土蔵に至

る。土蔵というのは、昔から火災に強く、大事な家財道具をこの中に格納

する。元々、日本の民家は調

度品や生活用具は土蔵に納め

ておき、居室は物が何もない

のが普通だった。 

 また、土蔵は防火の役割も

持ち、連続する土蔵の列は延

焼をくい止める防火帯として

効果をあげてきた。このよう

な土蔵の特徴を活用しようと、

現在も大事にされている。 

 

(７)山林資源 

 飛騨は山林資源が豊富であり、秀吉の城下町形成に伴う木材需要により、良

材の伐採、流送、運材技術が発達した。それは現在も山林の良材を使うという

環境が継続し、良材による建造物を作るという伝統が継承されている。 

 

①金森時代の林政 

 金森長近は商工業の発展に力を尽くすとともに、林政にも力を入れた。

飛騨の山林はすべて領主のものとして運用し、藩が直営生産する「出雲守

台所木」、商人が生産を請け負う「商人請負木」などのほか、伐り出した後

の残材や被害木などの放置された材は「百姓稼山」として運用された。伐

り出された材は河川の水力を利用して美濃、尾張あるいは越中に運ばれた。 

 

②幕府直轄地時代の林政 

 直轄地となっても、林政は

金森時代の林政を踏襲しなが

ら最重点施策として重視され、

元禄 15年（1702）には飛騨国

で最初の山林調査に着手した。

享保 6 年（1721）には荒廃の

すすんだ飛騨国内の山林に植

樹令を出し、ヒノキ・スギ・

サワラ・ネズコの植林を命じ

吉島家住宅 内部 

下麻生綱場 
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た。この時、記録されているだけでも 1 万本以上の木が植えられ、この造

林木が後に江戸城本丸・西丸普請の時に伐り出されたとも伝えられている。 

 

(８)鉱山資源 

 飛騨の鉱山資源は神岡鉱山が古くから知られ、また飛騨各地に小規模の鉱山

が存在した。これらの鉱山資源は城下町高山の商人の手に集められ、流通にの

せられた。 

 

①高山銀絞吹所 

 高山銀絞吹所は、馬場町に位置し、江戸時代から明治初めにかけて、飛

騨諸鉱山の取締り産出品（銀、銅）の製錬、納付、販売を統轄していた。 

 安政 2年（1855年）7月、22代飛騨郡代 福王三郎兵衛忠篤が、この地

に銀絞吹所を建設、従来山元で個々に行なっていた銀絞りをやめさせて、

ここに統轄し、殖産政策をと

った。和佐保、茂住、両銀山

をはじめ、飛騨諸鉱山は、こ

れにより盛んになったといわ

れる。 

 新設当初は東西 11間、南北

19 間の建物で請負人の共同出

資の形で運営された。明治 4

年 2 月、銀絞吹所は熔製所と

改称し、明治 10年代まで存続

した。 

 

②森部金山 

 森部金山は茂住宗貞が採掘したのが初めといわれる。茂住宗貞は越前の

人で、金森長近に鉱山開発を任せられたといわれる。元禄 7 年（1694）に

は 6 人の金山師を抱え、宝永 2 年（1705）から 6 年（1709）には折敷地村

の喜右衛門が自費で普請している。 

 

③六厩金山 

 六厩金山は慶長 14 年（1609）には稼行した金山。金森時代の鉱山奉行、

宮島平左衛門（ ～寛文 8 年（1668））が開発した白川郷の鉱山の一つで、

その中でも特に繁栄したといわれる。宝永年間以後休止され、明治 3 年の

稼行に及ぶ。 

 

茂住集落絵図（茂住銀山） 
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(９)都市形成の歴史・歴史街道 

①高山の歴史街道 

 近世に飛騨を領国した金森氏は、城下町形成と同時に街道整備を行なっ

た。東西南北の街道が全て高山城下町の中に引き込まれ、流通経済、政治、

文化、交通の要所として街道が役割を果たした。 

(ア) 江戸街道（野麦方面、日和田方面）（江名子町、山口町、朝日町、

高根町）＜東方向＞ 

(イ) 尾張（益田）街道（川原町、上川原町、一之宮町、久々野町ほか）

＜南方向＞ 

(ウ) 位山街道（一之宮町、久々野町）＜南方向＞ 

(エ) 郡上、白川街道（八軒町、新宮町、清見町、荘川町）＜西方向＞ 

(オ) 越中街道（大新町、松本町、国府町、上宝町）＜北方向＞ 

(カ) 平湯街道（松之木町、丹生川町、奥飛騨温泉郷）＜東方向＞ 

(キ) 高原道（奥飛騨温泉郷、上宝町）＜平湯街道～越中街道接続＞ 

 

 

 上記（ア）の江戸街道は、東に

進み、薮原又は木曽福島で中山道

につながる道である。江戸に最も

近い道程であり、政治に関わる

人々が往来した街道としての特

色がある。百姓一揆の罪人の江戸

送りは木曽福島の関所を通過さ

せて手形の裏版をとる必要があ 江戸街道（朝日町） 

越中街道左岸ルート 

越中中街道 

越中東街道 

高原道 

平湯街道 

江戸街道（野麦方面） 

江戸街道（日和田方面） 

尾張街道 
位山街道 

(東山道飛騨支路) 

郡上、白川街道 

郡上街道 

白川街道 

越中西街道 

越中街道 

右岸ルート 
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った。罪人送りには地役人を介添えとして街道沿いの集落が人足を出して

いたため、今も山口町地内では江戸街道の春の「山開き」を継続している。

代官、郡代や百姓一揆の際に訴状を携えた百姓代が通った長い歴史を持つ。 

 

 18 頁（イ）の尾張街道は、飛

騨の良材を流送するために整備

された道路で、飛騨川の両岸に設

けられた。飛騨の材は、桧を中心

に、目が細かく硬く、細い木で重

量に耐える特性を持っている。華

奢（きゃしゃ）であることを良し

とする上品な文化による、御殿、

居宅、屋敷を造作するのには最適

で、江戸時代前半には南飛騨から

良材が流され、大阪や江戸に運ばれている。その時に、流送材のつまりや、

監視のために両岸の道路が必需であり、街道を兼ねて道路整備がなされた。

現在、国道 41 号が風光明媚な道路として、旧道、新道とともに存在する。 

 

 18 頁（ウ）の位山街道は、白

鳳時代から制度化された飛騨匠

が奈良、後には京都などの都に通

った道である。高山市一之宮町地

内には、石畳が残り匠街道として、

歴史的風致が維持されている。

「飛騨匠」のイメージを感じるこ

とができる石畳の街道として重

要性が高まっている。街道を散策

するウォーキングや、歴史シンポ

ジウムなども開催されている。 

 

 18 頁（エ）の郡上、白川街道

は、西方向へ行く道で、途中、牧

戸から白川郷（北方向）へ、また、

郡上を経由して福井県武生（越前

市）へと通じる。江戸時代には、

福井県方面から糸や紬が輸入さ

れ、織物、糸の経済の道として知

られた。 

 

 

 

尾張街道（久々野町大西） 

城山から見た郡上白川街道 

位山街道 石畳（平成 20年、街道見学会） 
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 18 頁（オ）の越中街道は高山

と富山を結ぶ街道で、越中の生産

物である塩、魚類、米、薬を輸入

した。高山市国府町地内で東街道、

西街道に分かれ、それぞれ利用さ

れた。今も国道 41 号、360 号が

同じ方向に走り、富山のおいしい

魚が運ばれる道として特色があ

る。12 月には、ぶりが運ばれた

歴史をもつので、最近は「ぶり街

道」とも呼ばれる。 

 街道沿いにある高山市国府町上広瀬は飛騨桃の産地であり、良質な南向

きの斜面に立地した集落がある。春の桃など果樹の花は景観を引き立たせ

ている。 

 

 18 頁（カ）の平湯街道は、東

方向に進み、平湯温泉湯治場につ

ながる道として愛用された。現在、

国道 158 号がこの街道の道程を

走り、温泉に行く人でにぎわう。

また、平湯トンネル開通により通

年通行が可能となり、冬季は雪景

色が美しい。 

 

 18 頁（キ）の高原道は、鎌倉時   

代以来の古い道筋にある。平湯温  

泉から神岡鉱山までをつなぐ道

程で、国道 471 号がこの街道の

道程を走っている。自然の緑豊か

な道程である。 

 

 以上、東西南北の街道と、地方

街道である平湯街道及び高原道

を、重要街道として位置づけた。 

これらの街道整備は、400 年前の金森氏による城下町形成の中では重要

施策として進められた。それぞれの方向の街道に機能をもたせ、街道が全

て城下町高山に引き込まれていたのである。街道と城下町とが結びついて

政治、経済、産業基盤を形成し、歴史的景観が完成した。 

 

 この歴史と伝統は今も市民生活の中に環境として残り続け、街道沿いの

農山村集落を中心に街道の保存活用を継続している。 

平湯街道（松之木町） 

高原道 

越中東街道 今村峠 
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②現状と歴史的特性 

(ア)江戸街道 

ⅰ 総延長 城下町高山～長野県境 57km 

ⅱ 現状 6kmを文化財指定。数 kmを市道として維持している。 

ⅲ 歴史的特性 

 飛騨から野麦峠を越えて江

戸へ通ずるこの街道は、江戸

まで四十三次八十五里（約

337km）で、高山市山口町地内

は最初の宿場になっていた。

このうち山口町森下から水呑

洞までの約 6km は古い街道の

姿をよく残し、市指定史跡「旧

江戸街道」としている。 

 江戸時代は、この街道が歴

史の上で、最も価値を持ったときであった。金森氏、代官、郡代のほか

公用の役人往来のために、道が改修され、宿場には伝馬が置かれた。 

 現在は、ルート変更して自動車の通行できる道がつけられ、旧道に交

差しながら、江戸時代の集落地では一致している。高山市山口町地内で

は、毎年江戸街道の草刈、維持管理を保存会活動として実施するなど地

元の保存意識は高く、歴史街道景観を心地良く受け止めている。今この

道は、車も通らず昔のままの静かな道で、四季の美しい眺望が楽しめる。 

※中部山岳自然歩道（環境省）に指定され、標柱あり。 

 関連する次の文学作品がある。 

  ・南條範夫『篆刻をする剣士』「オール読物」文芸春秋 1960.3月号 

       幕末に、飛騨郡代が高山を脱出する様子を描く。 

  ・山本茂実『あゝ野麦峠』朝日新聞社 1968 

       野麦峠を越えた飛騨の糸引きたちの証言をもとに、明治

の時代を写した「記録文学」。 

 

(イ)尾張（益田）街道 

ⅰ 総延長 城下町高山～飛騨美濃国境（岐阜県白川町） 78km 

ⅱ 現状 文化財指定なし。 

ⅲ 歴史的特性 

 近代には飛騨街道・東京街

道・名古屋路ともいった。城

下町高山から太田の中山道に

至る道路で、狭義には城下町

高山から下呂市金山町までの

18 里 29 町（73.7km）をいう。

近世の道筋は城下町高山－一

江戸街道（山口町） 

尾張街道（高山陣屋から川原町へ） 
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之宮－久々野－小坂－上呂－金山－袋坂峠－上麻生－太田である。また

中世までの官道は一之宮～上呂間は一之宮－刈安峠－位山峠－山之口

－上呂を通過し、下呂～金山間は下呂－初矢峠－乗政－宮地－夏焼－和

佐－金山を通過した。 

 昭和 43 年には国道 41 号が全線開通し、近世の旧道に交差しながら、

江戸時代の集落地を結び富山、岐阜、名古屋間の物資運搬の大動脈とな

っていた。 

 関連する次の文学作品がある。 

  ・早船ちよ『峠』理論社 1966 

       尾張（益田）街道の宮峠を越えて飛騨から出ていく主人

公「ちさ」の物語。 

 

 

(ウ)位山街道 

ⅰ 総延長 城下町高山～飛騨美濃国境（岐阜県白川町） 

      78km 

ⅱ 現状 道標碑 1基のみを市指定史跡「位山道道標」として

文化財指定。数 Kmを市道として維持している。 

ⅲ 歴史的特性 

 奈良時代、飛騨国府から奈

良の都へ行くには東山道飛騨

支路があった。江戸時代、金

森氏が整備した飛騨川沿いの

尾張（益田）街道とは一之宮

～萩原間でルートが違う。各

所に石敷きの道路遺構が残る。 

 

 

 

(エ)郡上、白川街道 

ⅰ 総延長 城下町高山～牧戸 47km 

      牧戸～飛騨美濃国境（郡上市） 7km 

      牧戸～白川郷 42km 

ⅱ 現状  

文化財指定なし。高山市新宮

町地内については、地域住民が

自主的に街道を保持している。 

ⅲ 歴史的特性 

 白川街道は、城下町高山と

白川郷を結ぶ道路である。郡

上街道は城下町高山から荘川

位山街道（一之宮町） 

白川街道沿い 岡田家（荘川町六厩） 

位山道道標 
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町牧戸までは白川街道と同じルートを通り、牧戸で分岐して郡上市に向

かう。 

 関連する次の文学作品がある。 

  ・水上勉『桜守』新潮社 1993 

       御母衣ダムに沈む老木桜を移植して守った話。 

  ・橋本英吉『小鳥峠』非凡閣 1944 

       飛騨の農民文学作品。最後に小鳥峠が舞台となる。 

 

(オ)越中街道 

ⅰ 総延長 城下町高山～富山県境 60km 

ⅱ 現状 文化財指定なし。部分的に、市道として維持している。 

ⅲ 歴史的特性 

 高山と富山を結ぶ街道で、近世になって、飛騨を支配した金森氏によ

り、越中の生産物、米・塩・魚類を移入するために重要視され整備され

た街道である。越中東街道・越中中街道・越中西街道の三街道に分かれ

ている。 

 現在は、ルート変更して自動車の通行できる道が付けられ、旧道に交

差しながらも、江戸時代の集

落地では一致している。付け

換えられた国道 41号は、北陸

方面からの物資運搬の大動脈

となっている。近年はぶり街

道、ノーベル街道としても宣

伝されている。 

※中部山岳自然歩道（環境省）

に指定され、標柱あり。 

 

(カ)平湯街道 

ⅰ 総延長 城下町高山～平湯 35km 

ⅱ 現状 0.5kmを文化財指定。 

ⅲ 歴史的特性 

 江戸時代においては、城下

町高山から平湯方面に至る重

要な街道であった。高山市街

地周辺には、市指定史跡「旧

平湯街道」567.9mが現存する。

この市指定史跡には、道行く

人に里数を知らせる里杭（石

標）があり、「従高山□」の文

字が読める。標高 1,684mの平

湯峠を経て平湯温泉に到る。 

越中街道沿いにある市史跡「万人講」 

平湯街道沿い 田上家（棟梁は川尻治助） 
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 昭和 53 年に平湯トンネルが開通し、冬季の通行が可能となった。ま

た峠から南へは乗鞍スカイライン（有料）が頂上近くの畳平まで延び、

夏には観光バスが連なる。付け換えられた国道 158号は、観光道路、物

資物流道路となっている。1997年の中部縦貫自動車道安房トンネル開通

後、冬期も通行可能となり、また首都圏へ車で約 4 時間 30 分とこれま

でに比べ大幅に移動時間が短くなったため、通行量が増加している。 

 

(キ)高原道 

ⅰ 総延長 平湯～神岡 33km 

ⅱ 現状 文化財指定なし。ほとんどが国道 471 号に改修されているが、

沿線集落内に一部市道として残るところがある。 

ⅲ 歴史的特性 

 神通川支流高原川の流域を

占める高原郷を通過する街道

である。平湯から神岡へ通じ、

鎌倉時代からのルートでもあ

る。 

 付け換えられた国道 471 号

は、観光道路、物資物流道路

となっている。 

 

(１０)農村・山村集落 

①農山村集落の自然的特性 

 高山市街地及びその周辺は、

周囲を飛騨山脈や、その中に

ある中部山岳国立公園（槍、

穂高連峰）、白山国立公園（両

白山地）に囲まれている。市

街地と山脈の間には、平地の

農村と、中山間地の農村があ

り、さらに山裾にも山村が点

在する。 

 それらは、基本的に城下町から伸びる街道沿いに位置する。集落は街道

沿いの軸線と、幅が広い河川軸線、それに直交する谷筋の軸線沿いに家並

みを揃え、良好な農村集落を創出している。 

 気候は山間地にいくほど、多雪地帯となり、気候は厳しく、農家建築の

形態が変容していく。 

 

②良好な景観を持つ農山村集落 

 近世における飛騨の村は 3 郡 414 カ村あり、水田、養蚕を主として山村

特有の特産等を生業として発達をしてきた。近代化により集落の景観が変

高原道沿い 田頃家より見る焼岳 

北方、法力集落 
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容する中で、その地区特有の

伝統的な建物を温存してきた

集落もある。それらは飛騨で

は数少ない南向きの集落であ

り、暮らすのに環境が良く、

生業も盛んで現在も安定した

集落である。その代表的な集

落が、以下の 7カ所であるが、

これ以外にも良好な景観をも

つ農山村集落が存在する。 

 

各集落の面積と標高 

① 車田、七夕岩周辺    面積  20ha  標高 600～650m 

② 見座、小瀬、立岩集落  面積  120ha  標高 720m 

③ 野麦、阿多野集落    面積 1,200ha  標高 1,235～1,672m 

④ 一色、惣則集落     面積  100ha  標高 860m 

⑤ 長倉集落        面積  100ha  標高 650m 

⑥ 北方、法力集落     面積  300ha  標高 630m 

⑦ 滝町棚田        面積  30ha  標高 770m 

 

 

 

(１１)輩出した人物 

 高山は、金森時代から国主や国家老らが学問に力を入れ、文人墨客が多く城

下町高山を訪れた。幕府直轄地になってもその流れは継続し、代官（後郡代）

はもちろん、配下の元締、手附、手代らも漢学、国学、詩歌などを武士のたし

なみとし、地役人や町人、僧と共に学問塾で学んでいる。その伝統は今も継続

し、俳諧、詩歌などが盛んに行われている。 

 

①金森宗和 

 天正 12 年（1584）～明暦 2 年

（1656）。宗和流茶道の祖。金森

2代可重の長男として生まれ、最

初は重近と称した。古川町の増島

城主となるが、父から勘当され、

母と共に京都へ行く。大徳寺の禅

に学び、剃髪して宗和と号した。

千道安に茶を学んだ父から茶道

を学び、京都で公家衆との交流の

中で茶道を極め、宗和流を起こす。

飛騨春慶の成立にも寄与したほ

長倉集落 

金森宗和画像 
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か、仁清の作陶の指導、「宗和好み」と呼ばれる茶器や庭等、当時の文化に

大きな足跡を残した。高山では今でも「宗和流本膳」など、宗和の心が引

き継がれている。 

②加藤歩簫 

 寛保 3 年（1743）～文政 10 年（1827）。雲橋社中興の俳人。高山二之町

の人。五升庵蝶夢に俳諧を、伴蒿蹊に国学を学ぶ。父の私塾を継いで、田

中大秀、赤田臥牛ら多くの俳人・学者を輩出。図書 1000余冊を収集して飛

騨初の公開文庫である「雲橋社文庫」を開設。昭和 3 年に従五位を追贈さ

れる。著書『紙魚のやとり』『ゆききの旅つと』『蘭亭尚歯巻』『よしなし草』

他 

 

③赤田臥牛 

 延享 4年（1747）～文政 5年（1822）。高山一之町の人で、儒学者。酒造

家に生まれ、勝久寺の瑞雲雪峰に論孟と五経の句読を受ける。津野滄洲は

臥牛の才能を惜しみ尾張の松平君山、浅井図南、江戸の宇野明霞、舘柳湾

などに紹介。これらに師事した臥牛は飛騨において不動の地位を築く。文

化 2年には官許を得て自邸に「清修館」（飛騨地方の学問所の初め）を開く。

著書『臥牛集』 

 

④田中大秀 

 安永 5 年（1777）～弘化 4 年

（1847）。高山一之町の薬種商の

家に生まれる。幼より読書詠歌を

好み粟田知周、伴蒿蹊らに学ぶ。

享和元年（1801）本居宣長の門に

入り、宣長没後は本居大平を訪ね

国典を研究。飛騨に初めて国学を

伝え、多くの門人を擁した。敬神

勤皇の念篤く、文政元年に荏名神

社、同 4年に飛騨総社を再興。歌

学、管弦も教授。大正 4年御即位

の大典に当たり正五位。著書『竹

取翁物語解』『養老美泉弁註』『荏

名冊子』『土佐日記解』他 

 

⑤橘曙覧 

 文化 9年（1812）～明治元年（1868）。越前福井藩士で、歌人。京都で頼

山陽に学び、次いで田中大秀に入門して高山に滞在する。著書『志濃夫廼

舎家集』 

 

 

田中大秀画像 
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⑥山岡鉄舟 

 天保 7 年（1836）～明治 21

年（1888）。政治家、書家、剣

術家。江戸生まれ。21 代飛騨

郡代・小野高福の長男。弘化 2

年（1845）飛騨郡代として赴

任した父に同行し、少年時代

を高山に過ごす。書を岩佐一

亭、剣を江戸から招いた井上

清蔵に、国学を富田礼彦に学

ぶ。嘉永 5 年（1852）父が死

去し江戸へ帰る。徳川慶喜の

特旨を受けて西郷隆盛に面会し、江戸城無血開城の道を開くことに貢献し

た。幕末の三舟の一人と称せられる。維新後は新政府に出仕し明治天皇の

侍従、宮内少輔、元老院議官など歴任。従三位、子爵。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山岡鉄舟父母の墓（宗猷寺） 
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３ 市全体の文化財の状況 

（１）高山市の文化財の分布 

高山市には国・県・市合わせて 954件にも及ぶ多数の指定・選定・登録文

化財がある。うち重要文化財（建造物）は 14 件が指定されており、重要伝

統的建造物群保存地区も 2地区が選定されている（平成 26年 3月現在）。 

重要文化財（建造物）「日下部家住宅」「吉島家住宅」「松本家住宅」など

町家建築、史跡「高山陣屋」は、重要伝統的建造物群保存地区内またはその

周辺に存在する。また、その一帯は、重要無形民俗文化財である「高山祭の

屋台行事」、重要有形民俗文化財「高山祭屋台」区域とも重なり、歴史的な

建造物、重要伝統的建造物群保存地区、有形、無形の民俗文化財が重層的に

重なっている。 

さらに、合掌造民家等の農山村地域の重要文化財（建造物）は、市営の民

俗文化野外展示施設である「飛騨民俗村」に 4件が移築保存されており、合

わせて「飛騨の山村生活用具」など重要有形民俗文化財も収蔵されている。 

そのほか、市北部の国府地域には、国宝「安国寺経蔵」など４件の寺院、

神社建築の重要文化財（建造物）が存在する。 

天然記念物については、市域の各地にイチョウ、杉、桜、一位の原生林な

ど 6件の国指定天然記念物があり、森林の面積が市域の 92.5％を占める高山

市の特性を現している。 

 

市内の指定・選定・登録文化財 

種   別 
国指定・選定 

・登録 県指定 市指定 計 

有形文化財 

建造物 ※1 28 15 78 121 

絵画     5 42 47 

彫刻   3 16 106 125 

工芸品 ※2 3 7 60 70 

書跡     5 32 37 

典籍     1 7 8 

古文書       87 87 

考古資料 ※3 3 4 46 53 

歴史資料     3 27 30 

無形文化財         8 8 

民俗文化財 
有形民俗文化財   4 4 38 46 

無形民俗文化財   2 7 21 30 

記念物    10 50 230 290 

伝統的建造物群   2     2 

計   55 117 782 954 

    ※1 国宝 1件、登録有形文化財 14件を含む。※2 国宝 1件を含む。 

    ※3 登録有形文化財 1件を含む。 

・地域を定めない天然記念物 ニホンカモシカ、ヤマネ、ライチョウ 
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（２）高山市の国指定・選定・登録文化財以外の文化財の分布 

    市内には、県重要文化財（建造物）15件が指定されており、そのうち法華寺

本堂など3件は重要伝統的建造物群保存地区周辺の城下町高山の範囲に存在し

ている。また市指定有形文化財（建造物）も 78 件が指定されており、そのう

ち 17 件が城下町高山の範囲に存在しており、その他の文化財（建造物）は、

周辺の農山村地域に点在している。 

 
（３）各地域の文化財件数 

    現在、高山市全域の文化財は、総件数 954 件に及ぶ。平成 17 年の市町村合

併により、件数が増大した。 

    合併以前の旧市町村（○○地域と統一呼称している）における文化財件数は

次の通りであるが、各地域により指定・選定・登録文化財の特色があるので以

下に記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各地域（旧市町村）の位置図 

国府地域 

上宝地域 

丹生川地域 

高根地域 

朝日地域 

久々野地域 

 

高山地域 

一之宮地域 

清見地域 

荘川地域 
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①高山地域 

 

②丹生川地域 

  
国指定・選定 

登録 県指定 市指定 計 特 色 

有形文化財 

建造物 17 14 28 59 近世城下町高山

の文化財が中心。ま

た、城下町周辺の山

城なども市の史跡

に指定している。 

重要文化財（建造

物）は 9件と多く、

史跡は奈良時代の

遺構「国分寺塔跡」、

近世の「高山陣屋」

があって、国指定等

文化財総件数は 37

件と多い。 

 

※内、登録有形文化財 

  建造物  8件 

  考古資料 1件 

絵画     4 4 

彫刻 2 3 12 17 

工芸品 3 3 20 26 

書跡       0 

典籍   1 1 2 

古文書     1 1 

考古資料 3 2 2 7 

歴史資料   3 7 10 

無形文化財       1 1 

民俗文化財 
有形民俗文化財 4 1 21 26 

無形民俗文化財 2 3 9 14 

記念物  4 17 29 50 

伝統的建造物群 2     2 

計 37 47 135 219 

  
国指定・選定 

登録 県指定 市指定 計 特 色 

有形文化財 

建造物 1   19 20 丹生川村時代に

絵画や円空彫刻な

どの美術工芸品を

積極的に指定して

いるため、合併時に

受け継いだ村指定

の文化財は 228件と

最も多い。城下町高

山の豊かな郊外農

村として豪農が多

く、関連歴史遺構、

資料が多い。建造物

は国指定が 1件、市

指定が 19 件だが、

未指定の明治時代

の農家が今も残さ

れ、良好な農村集落

を保っている。 

 

絵画   4 20 24 

彫刻   2 41 43 

工芸品   2 25 27 

書跡   3 10 13 

典籍     4 4 

古文書     33 33 

考古資料     17 17 

歴史資料     9 9 

無形文化財       6 6 

民俗文化財 
有形民俗文化財     4 4 

無形民俗文化財     0 0 

記念物   1  3 40 44 

伝統的建造物群       0 

計 2 14 228 244 
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③清見地域 

 

④荘川地域 

  
国指定・選定 

登録 県指定 市指定 計 特 色 

有形文化財 

建造物     2 2 豊かな山林地帯

で、山林業に関わる

民俗資料や、県・市

指定天然記念物が

多い。広葉樹の山林

を多く保有し、樹種

が豊富で、巨樹が文

化財に指定されて

いる。 農村の民俗

芸能も盛んで、無形

民俗文化財に指定

されている。 

 

絵画     5 5 

彫刻     2 2 

工芸品     1 1 

書跡     4 4 

典籍     2 2 

古文書     8 8 

考古資料     8 8 

歴史資料       0 

無形文化財         0 

民俗文化財 
有形民俗文化財     4 4 

無形民俗文化財     2 2 

記念物     9 28 37 

伝統的建造物群       0 

計 0 9 66 75 

  
国指定・選定 

登録 県指定 市指定 計 特 色 

有形文化財 

建造物   1 7 8 豊かな山林地帯

を抱える地域で、巨

樹、巨木が多い。文

化財に指定されて

いる植物の件数は

少ないが、巨樹、巨

木として地元では

保存をしている。 

 恐竜の化石の出

土地でもある。 

絵画       0 

彫刻     1 1 

工芸品       0 

書跡       0 

典籍       0 

古文書       0 

考古資料       0 

歴史資料       0 

無形文化財         0 

民俗文化財 
有形民俗文化財     4 4 

無形民俗文化財     2 2 

記念物   1  6 13 20 

伝統的建造物群       0 

計 1 7 27 35 
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⑤一之宮地域 

 

⑥久々野地域

  
国指定・選定 

登録 県指定 市指定 計 特 色 

有形文化財 

建造物     4 4 高山地域の南に

隣接し、「水無神社」

を中心に発達をし

てきた農村である。

飛騨匠が通った東

山道飛騨支路があ

り、石畳の道として

著名である。植物と

水無神社関係の指

定物件が中心で、農

村関係の指定有形

文化財もある。 

 

絵画     3 3 

彫刻   2 6 8 

工芸品     2 2 

書跡       0 

典籍       0 

古文書     8 8 

考古資料       0 

歴史資料     4 4 

無形文化財       1 1 

民俗文化財 
有形民俗文化財       0 

無形民俗文化財   1   1 

記念物 史跡  1  2 32 35 

伝統的建造物群       0 

計 1 5 60 66 

  
国指定・選定 

登録 県指定 市指定 計 特 色 

有形文化財 

建造物     4 4 国史跡の縄文時

代の集落址「堂之

上遺跡」がある。

そのほか「馬の市」

関係遺構や集落に

ある歴史民俗資料

や近世遺構、古文

書類が指定されて

いる。 

 

絵画     3 3 

彫刻   1 12 13 

工芸品     2 2 

書跡     6 6 

典籍       0 

古文書     27 27 

考古資料     3 3 

歴史資料     1 1 

無形文化財         0 

民俗文化財 
有形民俗文化財   1   1 

無形民俗文化財     2 2 

記念物  1   25 26 

伝統的建造物群       0 

計 1 2 85 88 
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⑦朝日地域 

 

⑧高根地域 

 

 

 

 

 

  
国指定・選定 

登録 県指定 市指定 計 特 色 

有形文化財 

建造物       0 昔から養蚕、水稲

など農産物が豊か

な農村で、各集落内

の寺や神社は、広い

境内地を持ち、建物

の規模も大きい。そ

の境内地にはサク

ラやスギ、マツなど

神木や寺の木が豊

富で、樹齢を重ねた

樹木が天然記念物

として文化財に指

定されている。 

絵画       0 

彫刻     12 12 

工芸品       0 

書跡       0 

典籍       0 

古文書     1 1 

考古資料     3 3 

歴史資料     4 4 

無形文化財         0 

民俗文化財 
有形民俗文化財   1   1 

無形民俗文化財     3 3 

記念物     3  16 19 

伝統的建造物群       0 

計 0 4 39 43 

  
国指定・選定 

登録 県指定 市指定 計 特 色 

有形文化財 

建造物       0 「一位森八幡神

社」の社叢が国天

然記念物になって

いる。また、山林

が豊富で、江戸街

道がこの地域を通

り、長野県境の野

麦峠近くには、女

工が泊った宿屋建

物が市の有形民俗

文化財に指定され

ている。 

 

絵画       0 

彫刻     4 4 

工芸品     1 1 

書跡       0 

典籍       0 

古文書       0 

考古資料     3 3 

歴史資料       0 

無形文化財         0 

民俗文化財 
有形民俗文化財     1 1 

無形民俗文化財     1 1 

記念物   1  2 1 4 

伝統的建造物群       0 

計 1 2 11 14 
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⑨国府地域 

 

⑩上宝地域 

 

  
国指定・選定 

登録 県指定 市指定 計 特 色 

有形文化財 

建造物 4   10 14 近世以前、白鳳

から奈良、平安、

鎌倉にかけて発達

した地域である。

古い時代の文化財

が多く、国宝安国

寺経蔵、その周辺

に重要文化財（建

造物）3棟がある。

5～7 世紀にかけて

の古墳が多く、古

代における遺跡の

多い地域である。 

 

絵画       0 

彫刻 1 6 9 16 

工芸品   2 2 4 

書跡   1 1 2 

典籍       0 

古文書     7 7 

考古資料   2 7 9 

歴史資料       0 

無形文化財         0 

民俗文化財 
有形民俗文化財   1 4 5 

無形民俗文化財   2 1 3 

記念物    7 17 24 

伝統的建造物群       0 

計 5 21 58 84 

  
国指定・選定 

登録 県指定 市指定 計 特 色 

有形文化財 

建造物  6   4 10 飛騨山脈の焼岳、穂

高岳、槍ヶ岳、笠ヶ

岳などの山すそに

あり、また「福地の

化石産地」、樹木な

どが国・県・市指定

天然記念物に多く

指定されているほ

か、円空の彫刻、円

空の登山資料など

も指定されている。 

 

 

※登録有形文化財 

  建造物  6件 

絵画   1 7 8 

彫刻   2 7 9 

工芸品     7 7 

書跡   1 11 12 

典籍       0 

古文書     2 2 

考古資料     3 3 

歴史資料     2 2 

無形文化財         0 

民俗文化財 
有形民俗文化財       0 

無形民俗文化財   1 1 2 

記念物   1 1  29 31 

伝統的建造物群       0 

計 7 6 73 86 
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４ 高山市における歴史的風致の現状 

(１) 屋台祭礼についての歴史的風致 

(１)－① 屋台祭礼の場所の歴史的風致 

 

 城下町高山の中の旧商人町の区域は、

北側が八幡宮氏子範囲（秋祭り、10 月

9、10日）、南側が日枝神社氏子範囲（春

祭り、4 月 14、15 日）である。その区

域内に「屋台組」という組織があり、

各組毎に屋台がある（現存 23 基）。屋

台組は江戸時代における「自治会」組

織の範囲で、屋台組区域の住民を「組

内（くみうち）」といい、強い団結の絆

集団になっている。 

 組内の中での町並み保存、助け合い、

共同作業、交流活動などは組内の人々

の生活の中に大きな比重を占める。町

並み、屋台は全国屈指の有形民俗文化

財、美術工芸品であり、その背景には

飛騨匠の伝統がある。優れた伝統技術

により作られた絢爛豪華な屋台を強く

誇りに思って保有する屋台組と、屋台

が曳かれる「祭礼の場」は年に一度の

晴れやかな空間を構成し、この空間に浸っている「組内」の人々は、屋台文化

という歴史的環境の中に暮らす人々である。 

 屋台は屋台組というコミ

ュニティーが持つ大きな文

化遺産であり、その動く空間、

場所は非常に大きな文化的

空間となっている。その場所

では、屋台祭礼と日枝神社、

八幡宮祭礼神事の伝統文化

が継承され、維持される仕組

みや組織が完成されており、

屋台の保存と維持する担い

手がシステム的に育てられ

ている。 

屋台祭礼の場所の歴史的風致の範囲 

町並みと屋台 
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屋台祭礼の場  それぞれの組の範囲が決まっている 
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●春祭り（日枝神社）の次第 

 春祭りは、祭礼に先だち 3月 1

日に抽せん祭を行い、当日の屋台

の曳き順を決める。祭礼は 4 月

14日・15日の両日に行われるが、

14 日は試楽祭といい、神社で奉

告祭のあと奉幣祭が行われる。続

いて倭舞（やまとまい）を奉納し、

午後になって神輿に神様を分霊

し、祭り行列が出発。先頭は榊で、

獅子舞・太々神楽・雅楽・闘鶏楽が続き、一文字笠に裃姿の警固の人たち

に守られた神輿が、氏子の繁栄を願い、家々を巡幸する。屋台は各組の蔵

から曳き出され、「大八くずし」などの屋台囃子を奏しながら移動し、日枝

神社の下の神明町通りに勢ぞろいして行列を迎える。神輿は陣屋前の御旅

所に到着し、屋台もここに曳き揃えられる。夜は屋台に提灯が付けられ、

夜祭りのあと「曳き別れ」の唄「高い山」を唄いながら蔵に帰る。これら

の祭りを主催する人は「宮本」と呼ばれ、屋台組が順番に持ち回る。15日

は、午前 9時すぎに御旅所前に屋台が並び、3台のカラクリが奉納される。

そして神様は御旅所を出発し、神社へと行列を組んで帰ってゆく。神社へ

着くと還御祭を行い、引き払いの儀式を行なって「千秋楽」を謡い、祭礼

の幕を閉じる。 

 

  ●宮本 祭りを主宰する「組」

を「宮本」といい、毎年交代

で祭事を取り仕切る。祭事記

録を担当組が作成し、次の組

に引き継ぐ。宮本を次年度に

行う組は「加役」といい、次々

年度に行う組は「準加役」と

いい、見習い期間がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/14、15 祭礼日の三町伝統的建造物群保存地区 

宮本の祭事記録 

宮本はしんがりをつとめ、全て先例に倣うべしという意味の

「宮本旗」を掲げて巡行する。 
行列の先頭  宮本は祭事を取り仕切る。 
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  ●御巡幸 神様が年に 1回、氏子の繁栄を願って 1泊 2日の旅をするもの

で、日枝神社が決めた「御旅所」が宿所である。神様は神輿に乗り、行

列を組んで氏子範囲をまわる。これを御巡幸（春祭り）、御神幸（秋祭

り）といい、2 日目には神社へ帰ってゆく。帰ることを還御という。神

様の行列は賑やかなものに仕立てられ、獅子舞や闘鶏楽、伝統衣装が行

列に加わり、時代絵巻を織りなす。氏子の人たちは、行列がまわってく

るのをそれぞれの玄関先で待ち、神様の神輿を迎える。また、行列に加

わっている家族を迎える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
神輿 神輿（神様が乗っている） 

闘鶏楽 日枝祭礼行列 獅子舞 

巫女 雅楽 
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  ●御旅所 高山陣屋（八軒町）の向いに日枝神社の御旅所がある。ここに

神様が宿泊する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●屋台曳き揃え、御巡幸 江戸時代から明治時代頃までは、各屋台が行列

に加わり、行列を賑やかにしていた。電柱ができた頃から巡幸しにくく

なり、屋台の代わりに各組から台車（屋台組の旗を立てている）が行列

に参加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日枝神社の御旅所 日枝神社の御旅所 

日枝神楽台 
大國台 

三番叟組内衣装 

台銘旗をのせた台車が屋台の代わりに御巡幸に加わる 
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  ●夜祭 夕方になると、各屋台には提灯が付けられ、夜祭りの準備をする。

宮本の指示により、時間になると決められた順番により屋台が町並みを

巡行する。沿線では灯を消し、幽玄の美を醸し出している。途中、道の

交差点数箇所で、先頭を行く獅子が獅子舞をする。獅子は悪霊退散、祭

礼場の祓えの役割を持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 獅子舞が最先頭をゆく 夜祭の時は提灯を取り付ける 

町並みを通る屋台 



― 41 ― 

  ●春祭り（日枝神社）次第（標準例） 6月に新旧「宮本」による引き継 

      ぎが行われ、新宮本はこの時より春祭りの祭礼を取り仕切ることになる。 

      宮本になった組は、組内総動員で事にあたらなければならない。 

 

月日 時間 項目 内容 場所 

6月上旬  宮本引継 新旧宮本による引き継ぎ（祭礼決算、備

品等引き渡し等）が行われる。 

日枝神社 

８月中旬 １８：００ 宮本会議（第１回） 全体計画、役割分担、巡幸順路、屋台位

置の概要を検討する。 

身障会館 

９月下旬 １３：３０ 宮本・神社打合せ

会議 

全体計画、役割分担、祭礼次第書等を検

討する。 

日枝神社 

２月上旬 １３：００ 関係行政機関への

挨拶 

祭礼区域内の関係機関（警察、消防等）

へ挨拶する。 

日枝神社 

２月上旬 １９：００ 宮本会議（第２回） 全体ｽｹｼﾞｭｰﾙ等の最終確認、抽籤祭を

準備する。 

身障会館 

２月中旬 １９：００ 例大祭斎行合同会

議 

祭礼次第書、全体計画案の承認を得る。 日枝神社 

３月上旬 １３：００ 抽籤祭 屋台の曵行順番を決定する。 日枝神社 

３月下旬 １３：３０ 屋台曳行コース巡

回 

曳行経路の架線、路面状況の確認する

（警察、消防等関係者と伴に）。 

日枝神社 

３月下旬～ 

４月上旬 

 屋台やわい 屋台組毎で曵行の準備を行う。 各屋台蔵 

４月上旬  宮本会議（第３回） 最終の打合せをする。 日枝神社 

4月 14日 ８：３０ 獅子舞、闘鶏楽奉

納 

芸能奉納を行う。 日枝神社 

 ９：３０ 祭典 修祓 

1. 一同拝殿参進着座一拝 

2. 宮司開扉 

3. 禰宜以下献饌 

4. 奉幣行事 

5. 宮司祝詞奏上 

6. 幣帛奉献 

7. 献幣使祭詞奏上 

8. 玉串奉奠 

9. 倭舞奉納 

10. 禰宜以下撒饌 

11. 宮司閉扉 

12. 一同一拝 

13. 退下 

14. 直会 

日枝神社 

4月 14日 ９：３０ 屋台の曳き揃え 各屋台を所定の場所に曳き揃える。 曳揃位置 

4月 14日 １３：００ 御巡幸 御分霊奉遷後、行列をなし大締方の指図

のもと祭礼区域を巡り、御旅所へ渡御し、

御祭を執行する。 

行列順序 

御巡幸順路図 

4月 14日 １８：００ 夜祭 献灯の準備をして、各屋台は所定の位置

を出発し、祭礼地区内を巡り、その後に

順道場を通過した後、曳き別れて各屋台

蔵へ戻る。 

曳行順路 

４月１５日 ９：３０ 屋台の曳き揃え 各屋台を所定の場所に曳き揃える。 曳揃位置 

４月１５日 １２：３０ 御巡幸 御旅所から行列をなし、祭礼区域を巡り、

御分霊は本社へ還御する。 

行列順序 

御巡幸順路図 

４月１５日 １６：００ 屋台の曳き別れ 御巡幸通過後に一斉に蔵へ戻る。  



― 42 ― 

●秋祭りの次第 

 秋祭りは 10月 7日に試楽祭、屋台曵行順の抽せん祭を行い、当日の屋台

曳順を決める。祭礼は 10月 9・10日の両日行われ、9日は例大祭、神幸祭、

10日は神幸祭、御旅所祭、還御祭である。神振行事の総指揮は、春は宮本

と呼ばれるが、秋祭りは年行司と呼ばれる。 

 まつり行列は、9 日、10 日に行われ、鳳輦、獅子舞、大太神楽、雅楽、

闘鶏楽、裃姿の警固などが祭礼区域を巡行する。まつり行列は、10日の日

に御旅所、氏子町内をまわって八幡宮に還るとまつりは終わりを迎える。 

 屋台の曳き揃えは 9 日、10 日に神社境内、表参道で行われ、9 日の昼に

は「下廻り」といって 4 台の屋台が神社北側を曳き廻される。屋台を曳き

出すときには屋台囃子の「大八くずし」などが奏される。9日の夜には、「宵

まつり」といって各屋台に提灯が付けられ、祭礼区域の道順を曳くが、最

後に蔵へ別れてゆくときには屋台囃子の「高い山」が唄われるのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋祭り 獅子舞 秋祭り当日の重要文化財日下部家 

秋祭り 屋台曳き揃え 
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  ●秋祭り（桜山八幡宮）次第（標準例） 

月日 時間 項目 内容 場所 

８月１日 １０：００ 祭事始祭 神社からの例大祭執行依頼、関係者顔

合わせがあり、役職を決定する。年行司

は前年から、新副年行司はこの日から、

祭礼に携わる。 

八幡宮 

９月１日 １５：００ 責任役員打合せ 御神幸順路等に係り、年行司から要望

が説明される。 

八幡宮 

９月１日 １９：００ 氏子総代会 例大祭次第、御神幸等の説明がある。 八幡宮 

９月上旬 １３：００ 御神幸順路下見 順路中の危険箇所、障害物等の事前

確認対策を検討する。 

八幡宮 

９月上旬 １９：００ 祭礼関係合同会議 行政関係者、地元子供会、婦人会など

広く関係者に年行司から例大祭全般の

説明、協力依頼をする。 

八幡宮 

秋祭り 宵祭 秋祭り当日の大新町地区 

秋祭り 宵祭 
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月日 時間 項目 内容 場所 

９月中旬 １９：００ 当番主任会議 例大祭次第、順道場行事説明、当番飾

り等の諸依頼がある。 

八幡宮 

９月下旬 １３：３０ 警察署、消防署、観

光課合同会議 

関係官庁の連携にかかる打合せを行

う。 

八幡宮 

９月下旬～ 

１０月上旬 

 屋台やわい 屋台組毎で曵行の準備を行う。 各屋台蔵 

10月 7日 １７：００ 試楽祭 

抽籤祭 

試楽祭で舞が奉納され、また屋台曵行

順番を抽籤で決定する。 

八幡宮 

１０月９日 ９：００ 屋台曳き揃え 各屋台を所定の場所に曳き揃える。 曳揃位置 

１０月９日 ９：３０ 祭典 1. 参進 

2. 修祓 

3. 参進 

4. 著座 

5. 宮司一拝 

6. 開扉 

7. 献饌 

8. 献幣使本庁幣を献ず 

9. 宮司祝詞奏上 

10. 本庁帛を献ず 

11. 献幣使祭詞奏上 

12. 桜山の舞奉納 

13. 玉串奉奠 

14. 浦安の舞奉納 

15. 本庁幣を撒す 

16. 撒饌 

17. 閉扉 

18. 宮司一拝 

19. 退出 

20. 直会 

八幡宮 

１０月９日 １３：００ 御神幸 御分霊奉遷後、行列をなし副年行司の

指図のもと祭礼区域を巡り、神社へ還

御する。 

御神幸順序 

順路図 

 

１０月９日 １３：００ 屋台曳き廻し 祭礼地区内を 4台の屋台を曳き廻す。 曳行順路 

１０月９日 １８：００ 宵祭 献灯の準備をして、各屋台は所定の位

置を出発し、祭礼地区内を巡り、桜橋詰

にて曳き別れる。 

曳行順路 

１０月１０日 ８：３０ 御神幸 神社から行列をなし、終日祭礼区域を

巡り、午後５時頃御分霊を本社へ還御

する。 

御神幸順序 

順路図 

 

１０月１０日 ９：００ 屋台曳き揃え 各屋台を所定の場所に曳き揃える。 曳揃位置 

１０月１０日 １６：００ 屋台曳き別れ 各屋台は、蔵へ戻る。  

１０月中旬   年行司の引き継ぎが行われ、副年行司

が次年度の祭礼の年行司となる。 

八幡宮 
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●日枝神社（春祭り）と八幡宮（秋祭り）の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石
橋
台
組

三
番
叟
組

麒
麟
台
組

五
台
山
組

鳳
凰
台
組

恵
比
須
台
組

崑
崗
台
組

竜
神
台
組

琴
高
台
組

大
国
台
組

青
龍
台
組

慶
祥
組

有
楽
組

瓢
箪
組

神
楽
台
組

組総代
・日枝議会、常設委員会を開催

・神社運営経費（予算、決算等）決定

・宮司、禰宜、権禰宜の承認

・氏子総代の推薦（宮司委嘱）

宮 司

定員 40名

任期 2年

常設委員 15名以内

※議長、副議長は常設委員中で互選。

※組総代中より、監事を互選。

相談役・参与・参事

氏子総代
・氏子総代会を開催

・相談役の推薦（宮司委嘱）

定員 10名以内

任期 3年

日枝 神社

屋台組16組

※かつて屋台を持っていた組

敬
慎
組

三
安
組

石
橋
神
明
組

橘
組

絃
上
組

城
坂
組

上
神
明
組

森
下
組

片
野
組

黄
鶴
台
組

※

陵
王
台
組

※

応
竜
台
組

※

南
車
台
組

※

神輿組 12組

宮本
・例大祭を統括

・屋台年番、加役、神

年番等6組

牛
若
組

△

浦
島
組

△

文
政
組

△

総 代
・総代会を開催

・代表役員（宮司）以外の責任

役員の選考（宮司が委嘱）

・審議/基本財産、予算決算等

宮 司
（代表役員）

定員 44名

任期 3年

※総代中から総代会時の会

長、副会長、監事を選出。

顧問・参与

氏子 18組
◎…屋台がある組

△…かつて屋台があった組

責任役員
・役員会を開催

・財務に係る議決

・神社運営経費（予算、決算等）決定

・予算、決算を総代会に報告

・神社規則等に係る事項

定員 13名

※宮司を含む

任期 3年

桜山八幡宮

神
楽
組

◎

布
袋
組

◎

金
鳳
組

◎

大
八
組

◎

鳩
峰
車
組
◎

神
馬
組

◎

仙
人
組

◎

行
神
組

◎

宝
珠
組

◎

豊
明
組

◎

鳳
凰
組

◎

大
正
組

船
鉾
組

△

佐
久
良
組

水
門
組

屋台会館運営審議会
・任期 3年

・各屋台組から1名

年行司
・例大祭を統括

 日枝神社 

桜山八幡宮 
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  ●高山屋台保存会の組織 屋台祭礼の組織とは別に、現存する屋台を持つ

組が参集し、屋台保存会を組織している。この会では、屋台の保存修理

や屋台囃子の後継者育成などの活動を行い、重要有形民俗文化財である

屋台の維持と屋台行事の継承の担い手育成の支えとなっている。上部組

織に「全国山・鉾・屋台保存連合会」がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ※5 月 5 日を祭礼日とする東山白山神社、飛騨総社の屋台所有組織も高山

屋台保存会に加入している（上図左の 2組）。 

 

●高山祭の屋台 

 屋台は、春祭り 12 台、秋祭り 11 台の合計 23 台がある。曵行時には屋根

が低く、定位置に着くと屋根を高くする「棟上装置」という装置がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春祭り、麒麟台。曳き揃えの場所へ行くところ。 秋祭り、豊明台。屋台巡行。 

屋台組 25組

高山屋台保存会
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人
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珠
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台
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高山屋台保存会役員会
事務局/高山市教委

全国山・鉾・屋台保存連合会

正会員 二八団体

事務局/秩父祭保存委員会

（秩父市教委）

会長 1名

副会長 2名

書記 1名

会計 1名

祭屋台等製作修理技術者会
保存技術会員１０９名

事務局/（財）祇園祭山鉾連合会
正会員 三十団体 

 
事務局/秩父祭保存委員会 

（秩父市教委） 

 

祭屋台等製作修理技術者会 
保存技術会員１３３名 

事務局/（財）祇園祭山鉾連合会 
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  ●屋台は、組内の宝 

 各屋台組には、それぞれ屋台につ

いて非常に熱心な人が何人かいる。

商売もほったらかしで、妻子も仕事

も忘れて屋台のことに熱中し、屋台

が第一の人たちである。祭りの時に、

他の組の屋台に少しでもケチをつけ

たり、差し出がましいことを言った

りすると、こうした屋台好き同士で

けんかとなってしまう。屋台組とい

うのは、区域が決まっていて、その

組内に入れば屋台組の権利が得られ

るが、いったん組の外へ出ると、ど

んな功労者でも屋台に乗ったり、曳

いたりする権利を失うことになる。

屋台組では、自分の組の屋台が一番いいと自慢しあい、「オゾクタイ（立派

でない、だめな意）屋台」と笑われることが何よりも腹立たしいことであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●屋台を華麗にし続けた人々の思い 

 屋台の寿命は百回という。年一回の祭礼は 2 日間行われるので、年数に

すると五十年ということになる。構造全体の大修理は、概ね五十年ごとを

目安としており、それを超えた場合はどこかおかしいところをダマシダマ

シ曳行することになるのである。それは、各屋台組にとって極めてさびし

いことであり、プライドが許さないことでもある。 

 高山祭の文献上の初見は元禄 5年（1692）、四十年前の山王祭について記

している。また、屋台は、享保 3 年（1718）に曳かれた記録があり、三百

年以上前から屋台が既にあったことが知られる。当初の形は赤坂山王、神

田明神祭を模したもので文献に姿の記載がないため形態はわからない。（第

Ⅰ期） 

 その後、文化年間の形態がわかる古い絵巻が存在する。それは春祭りの

絵巻で、文化 8･9 年頃の年代が与えられ、彫刻が取り付けられる前の、第

Ⅱ期である高山祭屋台形態がよくわかる。 

布袋台 

夜祭りが済んでからの宴 五台山の組内 
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 第Ⅱ期の後、屋台は第Ⅲ期大改造

期に入り、諏訪の立川和四郎による

五台山の彫刻に刺激され、谷口一門

の彫刻作品が取り付けられることに

なる。この時期、各戸に分解し、格

納されていた屋台は、屋台蔵が建造

されて、重厚な懸装品を損傷するこ

となく納められるようになった。第

Ⅲ期における改造は、彫刻の取り付

けが中心になって、屋台修理・改造

の隆盛期となっている。工種を見る

と、工匠・彫刻・塗師・箔師・金具・

御所車・人形・大幕・天幕・図画な

ど、だいたい現在の屋台修理職人の

職種分類と比べてだいたい同じであ

る。 

 文化・文政・天保・弘化にかけて

の大改造期を終えた後は、第Ⅳ期、

明治・大正期の大修理時期を迎える。

多少の改造を加えて漆塗・箔・金具

を中心とした修理を進めた。 

 修理面での種類は、 

  第Ⅰ期・初期 

  第Ⅱ期・人形を乗せた形態 

  第Ⅲ期・彫刻を取り付けた形態

（大改造） 

  第Ⅳ期・明治時代における改造

期 

という 4 つの時期形態に一応分けら

れる。このような修理の経緯を見る

と、それぞれの各分野の職人がそれ

ぞれの持分で力を発揮し、つきつめ

れば各職種の頂点技術が駆使され、

またそれが絶妙にバランスよく総合

されて、優れた工芸品を完成させて

いったものであろう。 

 

闘鶏楽 

石橋台カラクリ 

神輿 

三番叟 

＜文化年間絵巻、高山祭り（春祭り）＞ 

第Ⅱ期の形態 

神楽台 
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  ●屋台修理職人の育成 

 屋台の修理は、江戸時代か

ら現在まで様々な課題を持ち

ながら対応してきた。それは

優れた技術、意匠により、他

の組に負けない屋台を建造、

改修する大工や鍛冶、飾金具、

彫刻、漆塗などの職人確保が

重要課題であった。高山市と

屋台保存会では、優れた職人

技術者を確保して集団化しよ

うと、昭和 56 年 2 月、「高山

市屋台修理技術者認定要綱」

を制定した。この制度の目的

は、高山市の祭屋台を修理す

る技術者を育成、確保するこ

とにある。次に該当する者を

技術者として認定し、その認

定者が屋台修理に誇りを持ち、

また若手修理技術見習者は、

技術者として認定されること

に目標を持ってもらおうとし

ている。 

 認定基準は次の通りである。 

  （ⅰ）屋台修理について

経験を有し、将来に

わたって屋台修理

に専念できる者 

  （ⅱ）屋台修理、保存に

ついての高度な知

識と技術を有する

者 

  （ⅲ）高山屋台保存会か

ら技術者として推

せんを受けた者 

  （ⅳ）その他委員会が必

要と認める条件を

備えている者 

 要綱に定める技術者の任務

は次の通りである。手続きは、

高山市教育委員会に経歴書を

大板車の木取り 

鉄輪を焼いて延ばす 

輪締め。鉄輪を収縮させる。 

大板車カスガイ打ち完成 
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添付して申請をし、受理した高山市教育委員会は、高山市文化財審議会の

意見を聞いて認定を決める。 

  （ⅰ）屋台修理、保存及びその調査研究 

  （ⅱ）屋台修理、保存技術の後継者養成 

  （ⅲ）その他屋台修理、保存に必要な助言及び指導 

 現在、高山市屋台修理技術者認定要綱による修理技術者は、木工 5 人、

漆塗箔 2 人、飾り金具 2 人、

彫刻 4 人、鍛冶 3 人の合計 16

人である。また、協同組合員

は 23人を数え、高山市の屋台

のみならず、全国の山、鉾、

山車、曳き山などを請負、修

理している。 

 また、若手技術者の後継者

育成を図るため、屋台修理技

術者の若手で「てわざ会」を

組織していて、その中で屋台

修理技術の研修、技術交流を

推進している。毎年高山市が

この組合に後継者養成補助金

を交付して、支援している。 

 屋台修理にあたっては、高

山の各屋台でも、それぞれ江

戸、明治・大正時代職人が腕

を競っていて、新技術の発見

が多い。現代職人は当時の職

人技術の高さと、所有者から

のハイレベルな技術要望にた

だ驚く。そして自分たちも、という気持に高揚し、また、所有者である屋

台組もそれを支えてゆくという、良い関係を保持しながら進められている。 

 飛騨の匠技術が今も生きる修理技術集団として、屋台所有者と共に歩み、

祭礼の場という歴史的風致の形成に貢献している。 

 

●からくり人形の屋台 

 高山祭の屋台には、カラクリを奉納する 4台の屋台がある。春祭りが三番

叟、石橋台、龍神台の 3台、秋祭りが布袋台の 1台である。高山のカラクリ

は、能の外題を題材にした高度なもので、その人形の内部機構、操作方法は

かなりむずかしい。そのため、祭礼前の練習は厳しく、修練を極めるには伝

統的なコミュニティーの人間関係、広い町家の中で行われている。 

屋台修理職人 

彫刻極彩色塗完成 
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 三番叟  25条の細綱で

操るカラクリで、童形

の三番叟人形が所作

を演じつつ、機関樋の

先端へ移行し、聯台上

の扇子と鈴を持ち、面

筥に顔を伏せ翁の面

を被り、謡曲浦島に和

して仕舞を演ずる。 

 石橋台  長唄石橋物の

うち、「英執着獅子」

を採り入れたもので

ある。濃艶な美女が舞っているうち、狂い獅子に変身し、また元の姿

に戻り、両手に牡丹の花を持って千秋万歳

と舞い納める。 

 龍神台  32 条の糸を操って龍神の離れカラ

クリが演じられる。これは、竹生島の龍神

にちなんだもので、8 尺余りの橋樋の先端

に、唐子によって運ばれた壺の中から突然

赤ら顔の龍神が紙吹雪をあげて現れ、荒々

しく怒り舞う。唐子の持つ壺が手から離れ、

糸も何もくっつかない状態で台の上に乗せ

られ、その壺から龍神が飛び出るという不

思議なカラクリである。 

 布袋台  36 条の手綱で操り、綾渡りと呼ば

れる極めて精緻巧妙なものである。「六段崩

し」の曲につれ、男女 2人の唐子が 5本の綾（ブランコ）を回転しな

がら飛びつたい、機関樋の先端で所作をしている布袋和尚の肩と手に

乗って喜遊すると、布袋の左手の軍配の中から「和光同塵（真に力の

あるものは、その力をひけらかさないの意）」と書いた幡が出て来る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三番叟 

布袋台 

龍神台 

布袋台 

石橋台 
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春の高山祭 中橋 春の高山祭 陣屋前 

 

 城下町高山の商人町区域（祭礼の場と同じ区域）は、春秋祭りの祭礼氏子の

範囲であり、重要伝統的建造物群保存地区 2地区や史跡高山陣屋、重要文化財

松本家、市指定有形文化財宮地家など、祭礼に関係する建造物がある。金森氏

が入国してから始まった高山祭と、約 300年前から曳かれるようになった高山

祭屋台が生み出すこの「祭礼の場」は、伝統を反映した高山に住む人々による

上品上質の活動場所である。 

  ●日枝神社 

 春祭りの神社で、氏子範囲は旧商人

町の南側である。金森氏が高山城を築

城するにあたり、鎮護神とした神社で、

市指定社殿が 2棟ある。 

 社伝によれば、平安時代末期、三仏

寺城主であった飛騨守平時輔朝臣が、

永治元年(1141)のある日狩に出て老猿

に会い、これを追跡したところ、片野

山中に至り神威を感得したため、さっ

そく片野の石光山に城砦の鎮護神とし

て、近江より日吉大神を勧請したのが

その始まりとされる。 

 その後、天正 13年(1585)に豊臣秀吉

の家臣金森長近が飛騨に入国し、国内

統一を果たして国主に封ぜられた。そ

こで築城にあたり、金森氏が代々守護

神として崇めていた日吉大神を、片野

より現在の地へ奉遷して、日枝神社を

城の鎮護神及び国府高山の産土神とし

た。 

 元禄五年金森氏の転封後は、幕府直

轄地となったが、歴代代官及び郡代の

尊敬が厚く、祈願所として度々社殿の

修築や参詣等を怠らなかった。山王祭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 500m 

日枝神社位置図 

日枝神社本殿 
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の日は陣屋の御役所が休日となり、本祭当日神輿行列が陣屋前広場に到着

すると、郡代は正装して表門に迎え、神酒並びに御初穂料を供えて拝礼し

たという。現在も高山市役所をはじめ、関係諸団体に祭礼の案内がなされ

ている。 

 日枝神社周辺は、春祭り祭礼の場として中心的役割を果たし、指定文化

財件数も多い。 

 

  ●桜山八幡宮 

 金森氏は城下町形成にあたり、昔

からあった八幡社を総鎮守社として

再興し、商人町の北側を氏子範囲と

した。秋祭り祭礼の場の中で中心的

役割を果たす神社であり、文化財建

物、史料を多く保有する。 

 社伝によれば、仁徳天皇の時代

(4C)、飛騨国に両面宿儺という凶賊

が現れ、猛威をふるって人民を脅か

したので、大和朝廷は難波根子武振

熊命を遣わし、これを平定させた。

武振熊命は官軍を率いて飛騨の国に

入り、この桜山の地で先帝応神天皇

の尊霊を奉祀し、戦勝祈願をしたこ

とに始まると伝えられている。 

 その後聖武天皇・清和天皇の代に、

諸国に八幡宮が祀られたが、飛騨で

はこの祈願をした場所より八幡宮境

内として定め、社殿が整えられたと

いう。 

 室町時代の大永年間(1521～28)、

京都の石清水八幡宮を勧請し、その

後戦乱が相続き荒廃したこともあっ

たが、元和 9 年(1623)に至り、高山

の領主金森重頼は、弟左京重勝の邸

宅新築にあたり、江名子川の付け換

え工事をしていたところ、旧川原か

ら御神像を発見したため、八幡宮旧

跡の桜山老杉の傍らに、応神天皇の

御神体として奉安した。また社殿を

再興、神領を寄進し、高山の安川以

北を氏子と定めて神事を管理し、高

山府の総鎮守社とした。 

桜山八幡宮 

0 500m 

桜山八幡宮 

桜山八幡宮位置図 
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 飛騨が幕府直轄地となってから(元禄 5～)も、地域住民をはじめ、代々

郡代の厚い崇敬をあつめて、隆盛の一途をたどった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●屋台蔵 

 旧商人町の中で、各屋台組は屋

台をそれぞれ保有していた。たび

重なる大火により春、秋祭りとも

数台を失い、復興されていない屋

台もある。現在、春祭り 12 基、

秋祭り 11 基の屋台が現存し、計

23基の屋台の格納庫・屋台蔵があ

る。そこは屋台組の中心的施設で

あり、祭礼準備、夜祭り終了後に

は蔵の前で宴が催される。 

 屋台蔵は天保 3年（1833）の大

火後、順次建てられたもので、そ

れまでは、まつりが済むと屋台は

解体し、組内で保管されていたも

のであった。 

 屋台蔵は、頂部が肩すぼまりの

四方転びになっているために、充

実した安定感を見せているが、な

かでも観音開きになっている扉には、

誰もが感嘆の声を惜しまない。平均して一つの扉の幅は 1.3m、高さ 6m、壁

の厚さ30cmである。これをひじ壺3つで支えていて、狂いが生じていない。 

 これは高山に住んだ大工、左官、黒鍬（土工）、鍛冶等工人の総合技術に

よって完成したものである。蔵の中には、正面上段に祭神が祀られている

ほか、屋台・関係古文献・諸道具が納められている。 

 高山を訪れた多くの文化人たちが、「屋台の見事さもさることながら、こ

の屋台蔵はそれにもまして素晴らしい」と激賞しているように、屋台蔵は

高山のシンボルのひとつである。 

 

桜山八幡宮 八幡宮の御旅所 

0 500m 

屋台蔵位置図 

 



― 55 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 絢爛豪華の屋台が曳かれる伝統的な町並み「祭礼の場」と、屋台を曳行

して祭礼を担う人々の活動とは深く一体となっていて、その歴史的風致は

高山市民の誇りである。また、その誇りとする心は町並み保存運動につな

がっている。これが「屋台祭礼の場所の歴史的風致」である。 

町並みと龍神台カラクリ 

組内による屋台やわい(準備) 
曳き揃えに出て、空になった屋台蔵 夜祭りが済んで蔵に収まったところ 

恵比須台組町並保存会地区の屋台蔵から曳き出さ

れる恵比須台 

蔵の前での宴（下二之町 鳩峰車） 
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(１)－② 裃（かみしも）の文化の歴史的風致 

 

 商人町の祭礼は、「屋台の曳行」と、

神社の祭神が 1 泊 2 日で氏子の区域を

旅する「御巡幸」からなり、この御巡

幸に警護役として裃（かみしも）を着

た役の人たちが参加する。祭礼区域の

人たちは、ほとんどの人が裃を家に持

っており、一式 40万円もする高価なも

のである。年に一度の晴れの舞台に裃

を着用した組内の人たちが行例に参加

するのは、幕府直轄地時代以降の地役

人層と町人層との融合の表れであり、

文化年代の高山祭絵巻（46 頁）にも裃

姿の人たちが描かれている。祭礼活性

化のために裃を取り入れたのではなく、

歴史伝統を継承し続けている高山祭の

裃着用は国内でも稀な祭礼伝統文化で

ある。 

 

 裃を着る文化は、各所に影響を与え、

町家に広間を確保しておくこと、貯金

をして裃を備えておかねばならないこ

と、着付ができるよう、奥さんが勉強

をしておかねばならないことなど、町

家内部構造に対しての必要性がある。 

 裃を着用して活動する場所は祭礼の

区域であり、神社での神事から始まり、

御巡幸、御旅所、祭礼の終了時還御ま

で、2 日間にわたり裃文化が満ちあふ

れる。 

 建造物との関係は、裃の着付けをする

広い部屋が必要だということで、収納す

る和ダンスを含め、江戸時代以来の町家

の間取りの中で「ミセ」「オクミセ」「ブ

ツマ」などが着付けのスペースになって

いる。 

順道場の裃（春祭） 

裃を着用する区域 

裃の文化の歴史的風致の範囲 

町家の間取り 
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 御巡幸や神社での奉仕に裃で参加

するという動きと、行列が巡る祭礼

の場所、着付準備をする町家とは、

住民にとって一体のものである。裃

を着用して動く場所（祭礼の場所）

と、着付けをするための町家の構造

（必ず広い和室がいる）の保存、裃

を着るという文化コミュニティーが

「裃の文化の歴史的風致」となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

裃（春祭） 

巡行中の裃（春祭） 

裃（秋祭） 
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(１)－③ 祭礼時の当番飾りの歴史的風致 
  

 

 昔（享保年間以前）は御巡幸（春祭り）御

神幸（秋祭り）に関係なく、神社から各屋台

組へ御分霊を招いて組ごとにお祭りを行った

のが、「当番飾り」の始まりである。今もその

名残をとどめている。祭神は、屋台組の古い

カラクリ人形、御幣、俵など本来の形のもの

から、組内で考案した飾り物を展示する組も

ある。 

 春は日枝神社、秋は八幡宮がそれぞれ氏神

であるが、各組では、組内の中での当番飾り

の伝統を守り続けている。道路に面した「ミ

セ」「オクミセ」に飾り、そこには献酒が多く

集まる。その酒類は組内での宴に使用され、

組内の結束に大きく寄与している。 

 

 

 町家の中の「ミセ」（道路側に開放できる広

間）を使用しなければできない催事で、当番

飾りのために伝統的建物を保存する程の力が

入っている。 

 各組毎の当番飾りの場所は毎年決まってい

て、その家の道路に面した部屋を借用する。

ほとんどの組で当番飾りをするため、祭礼の

場において当番飾りの場所のネットワークが

できていて、各組内での競争心も存在する。 

 当番飾りをする場所は、伝統的建造物が多

く、周辺町並保存地区のコアとなっている。 

 

 

 当番飾りの設けられる場所は、それぞれの

組の中の中心的効果がある場所であり、組内

の宝をそこに飾り、献酒も集まるという、融

合の表れである。町並みの中での伝統を反映

した活動であり、伝統的な建造物群に精神性

をもたらし、周辺市街地のコアとなっている。

これが「祭礼時の当番飾り」の歴史的風致で

ある。祭礼の場所全体の中で大きな構成要素

になっている。 

当番飾り 

当番飾り説明 

当番飾りを飾る区域 

祭礼時の当番飾りの歴史的風致の範囲 

当番飾り 


